
地域包括ケアシステムにおける薬局・薬剤師の機能
「かかりつけ薬局・薬剤師」として、かかりつけ医と連携しな
がら、下記機能を一体的に地域住民に提供することにより、健
康の維持・増進を図りつつ、困った時の相談役と、医療必要時
の適切な薬物療法の提供が可能となり、住民の安心・安全な生
活の確保に貢献
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